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件  名                                  頁 

 

１ 第１１７号議案 訴えの提起について ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（区 民 部） 



第１１７号議案説明資料 

令和５年９月２６日 

件  名 
訴えの提起について 

（不適切な診療報酬請求に対する返還訴訟） 

所管部課名 
区民部 国民健康保険課 

福祉部 足立福祉事務所 生活保護指導課 

内  容 

 

埼玉県内の医療機関が、看護師の配置基準を満たしていないにもかかわ 

らず、保険者等（足立区）に対し過大に診療報酬を請求していた事実が判 

明した。 

区は過大に支払った診療報酬の返還を求めてきたが、支払いに応じない 

ため、医療機関に対して以下のとおり訴えを提起する。 

なお、医療機関に診療報酬を過大に支払った区としては、足立区以外に 

は国民健康保険は１１区、生活保護は８区である。 

 

１ 訴訟の内容 

（１）国民健康保険保険給付費の一部（※）返還 

（２）生活保護医療扶助に係る診療報酬費の一部（※）返還 

（３）遅延損害金の支払い 

（４）訴訟費用の支払い 

    ※ 診療報酬のうち入院基本料部分 

 

２ 相手方 

   埼玉県内医療機関院長 

 

３ 訴訟物の価額（返還を求める診療報酬額） 

   １５，２８１，４２４円 

   （内訳） 

種別 金額 人数 件数 

国民健康保険保険給付費返還

金※１ 
８，５１８，４３４円 ３人 

１０７件 

※２ 

生活保護医療扶助費返還金 ６，７６２，９９０円 ２人 ４８件 

  ※１ 診療報酬６,４３３,８５４円、高額療養費２,０８４,５８０円 

※２ 診療報酬５４件、高額療養費５３件 

 

４ 経緯 

（１）令和２年２月、当該医療機関は、関東信越厚生局より看護師の配 

置基準を満たしていない旨の指摘を受け、適時調査により保険者等 

に対し過大に診療報酬を請求していた事実が判明した。医療機関の 

入院患者には、健康保険の被保険者だけでなく、生活保護受給者も 

含まれていた。 
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（２）令和４年１月、医療機関は、関東信越厚生局及び埼玉県に診療報 

酬の返還同意書を提出した。 

（３）令和４年１２月、医療機関の代理人弁護士による関係区市町村等 

を対象とした説明会が開催され返還金の一律８割減額の提案があっ 

たが、減額を行う合理的理由がないことから減額提案は受け入れて 

いない。 

（４）医療機関の返還同意に基づき、足立区では相手方に対して国民健 

  康保険給付費の返還を、令和５年４月２６日に請求し令和５年５月 

１２日に督促請求を実施した。 

（５）生活保護医療扶助費の返還については、令和４年１０月２０日に 

請求し、令和５年５月１９日に督促請求を実施した。 

（６）上記の返還請求に対していずれも支払の確認が取れないため訴え 

を提起する。 

 

 ５ 今後の方針 

   本議案が可決された際には、特別区人事厚生事務組合法務部に、 

  訴訟提起の事務手続を依頼する。 

   訴訟については訴訟提起の議決時期が同時期の複数区での共同出訴 

  となる見込みである。 

 

６ その他 

（１）医療機関の債務総額は、６８４，２５２，６１３円（足立区を含む 

４９保険者） 

（２）埼玉県吉川市は、令和５年３月２４日訴えの提起について議決。 

越谷地方裁判所に訴訟を提起。 

（３）東京都後期高齢者医療広域連合は、令和５年７月２７日訴えの提 

起について議決。 

 

７ 提出根拠 

   地方自治法第９６条第１項第１２号の規定に基づき、訴えの提起に 

ついて、区議会の議決を得る必要があるため。 
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